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照合不一致データはマイナポータル閲覧不可に設定＝ 情報漏えいは
無い（本人の確認が取れたもの、誤紐付けを修正したものは閲覧可能）

マイナポータル閲覧可能
＝紐付けを誤った情報は漏えいのおそれ
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1-1 業務システム等
からデータ抽出

1-2
住基
ネット
照会

モデルケース

原則11月末の例外（個別機関の事情への配慮）
データ数が多い場合、3の作業に時間を要し、終了が12月
にずれ込み、誤紐付けの数等の報告ができないおそれ。
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〇 各々の機関の事情に配慮しながら、原則11月末までに、個別データの点検（マイナンバー＋基本４情報データ
の抽出 ⇒ 照合 ⇒ 不一致データについて登録されたマイナンバーが本人のものか確認）を実施。

〇 9月末、10月末、11月末に進捗状況を取りまとめ、翌月に総点検本部を開催し、公表。12月の総点検本部では、
事務ごとの個別データの点検数・誤紐付けの数・継続確認の数を報告。


